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別記様式第１号の２（第３条、第 51 条の８関係） 

 

消 防 計 画 作 成 （ 変 更 ） 届 出 書 

年  月  日 

 

春日・大野城・那珂川消防（署）長 殿 

                        □防火 

□防災 

住 所                   

 

氏 名                   

 

         □防火 

         □防災 

管理権原者の氏名 

（法人の場合は、名称及び代表者氏

名） 

⑥ 

防火対象物 

又は       の所在地 

建築物その他の工作物 

⑦ 

防火対象物 

又は       の名称 

建築物その他の工作物 

（変更の場合は、変更後の名称） 

⑧ 

複数権原の場合に管理権原 

に属する部分の名称 

（変更の場合は、変更後の名称） 

⑨ 

防火対象物 

又は       の用途※１ 

建築物その他の工作物 

（変更の場合は、変更後の用途） 

⑩ 令別表第１※１ 
（  ）項 

⑪ 

その他必要な事項 

（変更の場合は、主要な変更事項） 
⑫ 

受 付 欄※２ 経 過 欄※２ 

  

備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

   ２ □印のある欄については、該当の□印にレを付けること。 

    ３ ※１欄は、複数権原の場合にあっては管理権原に属する部分の情報を記入すること。 

   ４ ※２欄は、記入しないこと。 

 

管理者 

別添のとおり、 管理に係る消防計画を作成（変更）したので届け出ます。 

① 

② 

③ 

③ 

④ 

⑤ 
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消防計画作成（変更）届出書 記入要領 

項 目 記 入 内 容 

① 年月日 届出書の提出年月日を記入します。 

② あて先 春日・大野城・那珂川消防署長あてとなります。 

③ 「防火」「防災」 「防火」「防災」のうち、該当の☐印にレを付けます。 

④ 防火（防災）管

理者 

当該事業所の防火（防災）管理者の住所・事業所名・職・氏名を記入

します。 

⑤ 「作成（変更）」 「作成（変更）」のうち、不要の文字を２重線で抹消します。 

⑥ 管理権原者 

１ 当該事業所の管理について権原を有する者の氏名を記入します。 

２ 法人の場合は、法人の名称及び代表者の職・氏名を記入します。 

（例）○○株式会社 

代表取締役社長○○○○ 

⑦ 防火対象物又は

建築物その他の工

作物の所在地 

当該防火対象物の所在地を記入します。 

⑧ 防火対象物又は

建築物その他の工

作物の名称 

１ 当該防火対象物の名称を記入します。 

２ 変更届出の場合は、変更後の名称を記入します。 

⑨ 複数権原の場合

に管理権原に属す

る部分の名称 

１ 当該防火対象物の管理権原が複数に分かれている場合、届出をす

る事業所の名称を記入し、入居する階を（ ）内に記入します。 

（例）○○店舗（１階） 

２ 変更届書の場合は、変更後の名称を前１の例により記入します。 

⑩ 防火対象物又は

建築物その他の工

作物の用途 

１ 当該防火対象物の用途を記入します。 

（例）飲食店、物販店、事務所 

２ 管理権原が複数に分かれている場合は、届出をする事業所の用途

を前１の例により記入します。 

⑪ 令別表第１ 

前⑩で記入した用途を、政令別表第 1に掲げる用途区分及び項区分

により記入します。 

（例）⑶項ロ、⑷項、⒂項 

⑫ その他必要な事

項 

１ 防火（防災）管理者の連絡先、電話番号、従業員数等を記入しま

す。 

２ 変更届出の場合は、主な変更理由を記入します。 

（例）消防計画の内容変更、用途の変更、建物の増改築による変更 

３ その他届出事項に含まれない特異事項を簡記します。 

４ 記入内容が多岐にわたる場合は、別紙として添付します。 
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別記様式第１号の２の２（第３条の２、第 51 条の９関係） 

      管理者選任（解任）届出書 

年  月  日 

春日・大野城・那珂川消防（署）長 殿 
管理権原者 

住 所                   

氏 名（法人の場合は、名称及び代表者氏名） 

                                                   電話番号                  

 下記のとおり、     管理者を選任（解任）したので届け出ます。 
記 

建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物 

又 

は 

防

火

対

象

物 

所 在 地 ⑥                    電話（  ） 

名 称 ⑦                 

管 理 権 原 ⑧□単一権原 □複数権原 
複数権原の場合に管理権原

に属する部分の名称 
⑨ 

用 途※１ ⑩ 令別表第１※１ ⑪（  ）項 収容人員※１ ⑫  

種 別 ⑬□甲種  □乙種 

区 分 名  称 令別表第１  
収容人

員 

令 第 ２ 条 を 
適用するもの※２ 

⑭ （  ）項  

 （  ）項  

令第３条第３項を

適用するもの ※ ２ 

⑮ （  ）項  

 （  ）項  

防

火

・

防

災

管

理

者 

選

任 

氏名（フリガナ） ⑯ 

住 所 ⑰ 

選 任 年 月 日 ⑱            年   月   日 

職 務 上 の 地 位 ⑲ 

資

格 

講 

習 

種   別 
□防火管理 
（□甲種（□新規講習 □再講習） □乙種） 

□ 防災管理（□新規講習 □再講

習） 

講習 機 関 ㉑  

修了年月日 ㉒   年   月   日     年   月   日 

そ の 他 
□令第３条第１項第（ ）号（ ） □令第 47 条第１項第（ ）号 

□規則第２条第（ ）号 □規則第 51 条の５第（ ）号 

解 

任 

氏 名 ㉔                     

解 任 年 月 日 ㉕            年   月   日 

解 任 理 由 ㉖ 

そ の 他 必 要 事 項 ㉗ 

受  付  欄※３ 経  過  欄※３ 

  

□防火 

□防災 

□防火 

□防災 

① 

① 

② 
④ 

⑤ 

⑳ 

㉓ 
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防火・防災管理者選任（解任）届出書 記入要領 

項 目 記 入 内 容 

① 「防火」「防災」 「防火」「防災」のうち、該当の☐印にレを付けます。 

② 年月日 届出書の提出年月日を記入します。 

③ あて先 春日・大野城・那珂川消防署長あてとなります。 

④ 管理権原者 

１ 当該事業所の管理について権原を有する者の住所、氏名、電話番号を記入します。

（ただし、法人の場合は法人の住所、名称、代表者の職・氏名、電話番号を記入しま

す。） 

２ 個人企業の場合は、住民登録してある住所とします。 

⑤ 「選任（解任）」 「選任（解任）」のうち、不要の文字を２重線で抹消します。 

防
火
対
象
物
又
は
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物 

⑥ 所在地 当該防火対象物の所在地及び事業所の電話番号を記入します。 

⑦ 名 称 
「○○株式会社○○工場」、「○○銀行○○支店」又は「○○ビル」等当該防火対象物の

名称を記入します。 

⑧ 管理権原 
当該防火対象物について管理権原が分かれない場合は「単一権原」の□印に、分かれる

場合は「複数権原」の□印にそれぞれレを付けます。 

⑨ 複数権原の場合に管理権

原に属する部分の名称 

当該防火対象物の管理権原が複数に分かれている場合、届出をする事業所の名称を記入

します。 

（例）○○店舗 

⑩ 用 途 

１ 当該防火対象物の用途を記入します。 

（例）飲食店、物販店、事務所 

２ 管理権原が複数に分かれている場合は、届出をする事業所の用途を前１の例により記

入します。 

⑪ 令別表第１ 
前⑩で記入した用途を、政令別表第 1 に掲げる用途区分及び項区分により記入します。 

（例）⑶項ロ、⑷項、⒂項 

⑫ 収容人員 
１ 消防法施行規則第１条の３の算定基準により算定した当該防火対象物全体の収容人員

を記入します。 

２ 管理権原が複数に分かれている場合は、届出をする事業所の収容人員を記入します。 

⑬ 種 別 消防法施行令第３条の防火対象物の区分に応じ、該当する方の□印にレを付けます。 

⑭ 令第２条を適用するもの 
１ 同一敷地内に同一管理権原の２以上の建物がある場合、各棟の名称、用途及び収容人

員を記入します。 

２ 棟が多くこの欄に書くことができないときは別紙に記入して添付します。 

⑮ 令第３条第３項を適用す

るもの 

１ 複数権原の場合で、届出をする事業所が乙種防火管理講習修了者を防火管理者とする

ことができる部分（消防法施行規則第２条の２第１項第２号イからハに掲げる部分）で

ある場合、事業所の名称、用途及び収容人員を記入します。 

２ 前１の事業所が複数になる場合は事業所ごとに記入し、書くことができないときは別

紙に記入して添付します。 

防
火
・
防
災
管
理
者 

選

任 

⑯ 氏名（フリガナ） 防火（防災）管理者となる者の氏名とフリガナを記入します。 

⑰ 住 所 防火（防災）管理者となる者の住所を記入します。 

⑱ 選任年月日 
管理権原者から当該防火対象物の防火（防災）管理者として指名選任された年月日（又

は届出年月日）とします。 

⑲ 職務上の地位 
防火（防災）管理者として選任されたときの組織上の地位を記入します。 

（例）「総務部長」、「店長」、「支店長」等 

⑳ 種 別 受講した防火（防災）管理講習の種別に該当する□にレ点でチェックを入れます。 

㉑ 講習機関 
防火（防災）管理講習を受けた機関名を記入します。 

（例）「春日・大野城・那珂川消防本部」、「筑紫野太宰府消防本部」等 

㉒ 講習修了年月日 講習を受け修了証に記載されている年月日を記入します。 

㉓ その他 
講習修了以外の資格で選任する場合の根拠法条及び資格内容を記入します。 

（例）消防法施行規則第２条第１項第１号（安全管理者） 

解

任 

㉔ 氏 名 前任の防火（防災）管理者氏名を記入します。 

㉕ 解任年月日 
管理権原者から当該防火対象物の防火（防災）管理者として解任された年月日（又は届

出年月日）とします。 

㉖ 解任理由 「転勤」、「退職」など具体的に記入します。 

㉗ その他必要事項 
新たに防火管理者が必要となった理由等を簡記します。  

（例）「新築」、「増改築」、「従業員の増加」、「収容人員の増加」等 
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第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この計画は、消防法第８条第 1項に基づき、（ ビル名称等  ）の防火管理業務について必要

な事項を定め、火災、地震その他の災害の予防及び人命の安全を確保するとともに、被害の軽減を図

ることを目的とする。 

 ～建物の管理権原が複数（ テナントビル等 ）の場合は、次のとおり置き換える。～ 

第１条 この計画は、消防法第８条第１項に基づき、（ 建物名称 ）のうち（ 管理権原者名 ）の管

理権原の及ぶ部分における防火管理業務について必要な事項を定め、火災、地震その他の災害の予防

及び人命の安全を確保するとともに、被害の軽減を図ることを目的とする。 

【作成上の留意事項】 

１ 作成する消防計画の根拠法令等を明確にします。 

２ 統括防火管理に該当する場合は、「消防法第８条第１項及び全体の消防計画に基づき」と記入しま

す。 

３ 統括防火管理に該当する場合、各々の事業所等の防火管理者が作成する消防計画は、統括防火管

理者が作成する防火対象物全体についての消防計画と整合性を図る必要があります。 

４ 第１条の（   ）内には、事業所等の正式名称を記入します。 

 

（適用範囲） 

第２条 この計画は、（  ビル名称等   ）に勤務（居住）し、又は出入りする全ての者に適用する。 

 ～建物の管理権原が複数（ テナントビル等 ）の場合は、次のとおり置き換える。～ 

第２条 この計画は、（ 建物名称 ）のうち、次に示す部分に勤務（居住）し、又は出入りする全ての

者に適用する。 

―計画の適用範囲― 

１ （例 ２階○○店内） 

２ （例 ２階○○店前の廊下部分・階段部分） 

２ 防火管理業務に従事する者（委託を受けて当該業務に従事する者を含む。）は、この計画の定めると

ころにより管理権原者、防火管理者、自衛消防隊長の指示、指揮命令の下に適正に業務を実施しなけ

ればならない。 

【作成上の留意事項】 

１ 第２条第１項の（   ）内には、事業所等の正式名称を記入します。 

２ 消防計画の適用範囲を明確にして、事業所等に勤務（居住）し、出入する社員、その他の関係者全

ての者に適用するように定めます。 

３ 防火管理業務の一部を第三者に委託している場合は、受託者も消防計画の適用対象となります。 
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（委託状況等） 

第３条 防火管理上必要な業務の一部委託に係る受託者の氏名及び住所並びに当該受託者の行う防火

管理上必要な業務の範囲及び方法は、別記様式のとおりとする。 

【作成上の留意事項】 

１ 防火管理業務の一部を第三者に委託した場合に本条が必要となり、すでに消防計画を作成してい

る事業所は変更届出が必要になります。 

 ２ 当該受託者が管理権原者、防火管理者、自衛消防隊長の指示、指揮命令の下に防火管理業務を実施

するよう定めます。 

 

（管理権原者の責任等） 

第４条 管理権原者は、事業所等の防火管理業務について、全ての責任を持たなければならない。 

２ 管理権原者は、管理的又は監督的な立場にあり、かつ、防火管理業務を適正に遂行できる権限を持

つ者を防火管理者として選任し、防火管理業務を行わせなければならない。 

３ 管理権原者は、防火管理者が消防計画を作成（変更）する場合、必要な指示を与えなければならな

い。 

４ 管理権原者は、防火上の建築物構造の不備や消防用設備等の不備・欠陥が発見された場合は、速や

かに改修しなければならない。 

５ 各々の事業所等の管理権原者は、防火対象物全体の安全性を高めるように努めるとともに、管理権

原の及ぶ範囲について自ら積極的に取り組まなければならない。 

【作成上の留意事項】  

１ 防火管理業務は、管理権原者が防火管理者に行わせるものであり、最終的な防火管理責任は管理

権原者にあるということを計画の中で明確にしておくことが必要です。 

２ 防火管理者から自主点検結果などについて報告させ、不備な点があった場合は、管理権原者の責

任で速やかに改修することを明確にします。 

３ 統括防火管理に該当する場合は、各々の事業所等の管理権原者は、防火対象物全体の防火管理に

ついて責任があり、管理権原の及ぶ範囲について自ら積極的に取り組まなければならないことを明確

にしておきます。 

 ４ 消防法施行令第４条の２の２に該当する場合は、火災予防上必要な事項について点検を要する防

火対象物となります。 

 

（防火管理者の権限と業務） 

第５条 防火管理者（ ○○ ○○ ）は、この計画の作成について管理権原者の指示を受け、実行に

当たっての全ての権限を有し、次に掲げる業務を遂行しなければならない。 

⑴ 消防計画の作成又は変更 

⑵ 消火、通報、避難誘導等の訓練の実施 

⑶ 従業員等に対する防災教育の実施 

⑷ 建築物及び消防用設備等の点検・整備時の立会い 

⑸ 改修工事など工事中の立会い及び安全計画の策定 

⑹ 火気の使用、取扱いの指示、監督 

⑺ 収容人員の適正管理 

⑻ 防火担当責任者及び火元責任者に対する指導、監督 
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⑼ 管理権原者への提案や報告 

⑽ その他防火管理上必要な業務 

⑾ 統括防火管理者への報告 

ア 用途及び設備を変更するとき 

イ 消防計画を作成又は変更したとき 

ウ 防火管理者を選任又は解任したとき 

エ 消防用設備等の法定点検をしたとき 

オ 内装の改修又は改築等の工事を行うとき 

カ 臨時に火気を使用するとき 

キ 防火上の建築構造の不備や消防用設備等の不備・欠陥が発見されたとき及び改修するとき 

ク 催物を開催するとき 

ケ 防火管理業務の一部を委託するとき 

コ 消防計画に定める消防署長への報告及び届出を行うとき 

サ 消防計画に定めた訓練を実施するとき 

シ その他統括防火管理者から指示命令された事項 

【作成上の留意事項】 

 

１ 第５条第１項の（   ）内には、防火管理者の氏名を記入します。 

２ 防火管理者が行う次に掲げる防火管理業務について定めておきます。 

 ⑴ 作成した消防計画を随時見直し、必要があれば消防計画の変更等を行う業務 

 ⑵ 訓練計画に基づき、自衛消防隊の訓練を実施する業務 

 ⑶ 従業員等に対して、防災教育を実施する業務 

 ⑷ 消防用設備等、建築物、火気を使用する設備・器具等の自主点検・検査及び法定点検、整備の

実施並びに監督の業務 

 ⑸ 改築又は模様替等の工事場所で、溶接・溶断等火花を発し又は接炎を伴う作業を行う場合は、

火災の危険性が高いことから、防火管理者が立会い確認する業務、また「工事中の消防計画」を

作成し、消防署長に届出する業務 

 ⑹ 火気を使用する際の取扱いに関する指導及び監督の業務 

 ⑺ 一時期に多数の者が出入りする場合等、火災等の災害が発生したときに混乱を招かないよう

に収容人員を適正に管理する業務 

 ⑻ 防火担当責任者や火元責任者など防火管理の業務に従事する者に対し、必要な指示を与え適

正に監督する業務 

 ⑼ 管理権原者に対して、不備・欠陥箇所や自主点検の結果等についての報告及び防火管理業務

に関する提案を行う業務 

 ⑽ 統括防火管理に該当する場合は、全体の消防計画で定められている統括防火管理者への報告

義務 

 

 

 

 

 



9 
 

（消防署長への届出及び連絡等） 

第６条 管理権原者は、防火管理者を定めたとき又はこれを解任したときは、消防署長へ届け出なけれ

ばならない。 

２ 防火管理者は，次に掲げる業務について消防署長への届出、報告及び連絡をしなければならない。 

⑴ 消防計画の届出（変更した場合を含む。） 

⑵ 建築物及び諸設備の設置又は変更の事前連絡並びに法令に基づく諸手続 

⑶ 消防用設備等の点検結果の報告 

⑷ 消火、通報及び避難訓練を実施するときの事前通報（特定防火対象物に限る） 

⑸ その他防火管理に関する必要な事項 

【作成上の留意事項】 

１ 次に掲げる変更は、消防計画の変更届出が必要となります。 

 ⑴ 管理権原者の変更 

 ⑵ 防火管理者の変更 

 ⑶ 自衛消防隊の統廃合、自衛消防隊長の変更 

 ⑷ 用途の変更 

２ 増築、改築又は模様替えを行う場合及びこれらに伴う消防用設備等の改修又は設置等を行う場合

は、事前に連絡するとともに届出等が必要です。 

３ 消防用設備等の点検結果を、飲食店、百貨店等不特定多数の者が出入りする特定用途防火対象物

は１年に１回、共同住宅、事務所等の非特定用途防火対象物は３年に１回、消防署長に報告すること

が消防法第 17条の３の３で義務付けられています。 

４ 消防法施行規則第３条第 11 項に規定する消火、通報及び避難訓練を実施するときは、事前に「消

火・避難訓練通知書」を提出することが必要です。インターネットの利用によることもできます。 

５ その他、少量危険物・指定可燃物の貯蔵又は取扱い等、防火対象物の点検・報告など防火管理に関

する事項の届出等が必要です。 

 

（防火管理業務に関する資料等の整備） 

第７条 防火管理者は、前条で届出又は報告した書類及び防火管理業務に必要な図書等を消防計画と一

括して整備し、保管しなければならない。 

【作成上の留意事項】  

防火管理者は、防火管理業務上の必要な図書類を一括して整備し、保管しておくことを明記してお

きます。 

  なお、消防法第８条の２の２の点検・報告の対象となる場合は、消防法施行規則第４条の２の４第

２項に規定する防火管理維持台帳が必要となります。 
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第２章 予防管理対策 

 

（予防管理組織） 

第８条 日常における火災予防及び地震等の災害時の出火防止を図るため、防火管理者の下に、各階又

は区域ごとに防火担当責任者及び火元責任者を別表１のとおり編成する。 

【作成上の留意事項】  

 １ 出火防止あるいは火災への拡大防止等の措置の全てを防火管理者自らが行うことは困難であり、

事業所等の組織を挙げて火災予防に取り組まなければなりません。 

 ２ 組織は、日常の火気使用設備等についての火災予防を図るための組織と、建築物等及び消防用設

備等の自主点検・検査を行う組織とに分けて編成することが必要です。 

 

（防火担当責任者の業務） 

第９条 防火担当責任者は、次に掲げる業務を行わなければならない。 

⑴ 担当区域内の火元責任者に対する業務の指導及び監督に関すること。 

⑵ 防火管理者の補佐に関すること。 

⑶ 休日、夜間における予防管理に関すること。 

ア 休日、夜間に営業を行わない事業所等 

㋐ 退社時における措置に関すること。 

㋑ 警備担当部門等への業務引継ぎ等に関すること。 

イ 24 時間営業の事業所等 

昼間から夜間体制への移行業務の引継ぎ等に関すること。 

⑷ その他防火管理上必要な業務に関すること。 

【作成上の留意事項】  

 防火管理者の補佐をするとともに、防火担当責任者が担当する区域内の火気の使用を徹底するため、

火元責任者に対する指導及び監督の業務を定めておきます。 

 

（火元責任者の業務） 

第 10 条 火元責任者は、次に掲げる業務を行わなければならない。 

⑴ 担当区域内の火気の管理に関すること。 

⑵ 担当区域内の建築施設、火気使用設備・器具、危険物施設、電気設備等及び消防用設備等の日常

の維持管理に関すること。 

⑶ 地震等における火気使用設備・器具の安全確認に関すること。 

⑷ 防火担当責任者の補佐に関すること。 

⑸ その他防火管理上必要な業務に関すること。 

【作成上の留意事項】  

１ 火元責任者は、日常から指定された区域内の火気の管理を行うとともに、建築施設（防火戸等の防

火施設関係及び階段、通路等の避難施設関係）、火気使用施設・器具、危険物施設、電気設備等及び

消防用設備等の維持管理に関する業務を行います。 

２ 地震等の災害が発生したとき、火気使用設備・器具の安全確認を行います。 

 ３ 防火担当責任者の補佐を行います。 
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（宿（日）直員の業務） 

第 11 条 宿（日）直員は、事業所等を定期的に巡回し、火災予防上の安全を確認するとともに、その結

果を防火管理者に報告しなければならない。 

 

（自主点検をするための組織） 

第 12 条 自主点検をするための点検班を別表２のとおり編成し、防火対象物に設置されている建築施

設、火気使用設備・器具、電気設備及び消防用設備等について適正な機能を維持するために点検を行

う。 

【作成上の留意事項】 

自主点検を実施するための組織は、防火対象物に設置されている建築施設、火気使用設備・器具、

電気設備及び消防用設備等を維持管理するために編成する組織です。 

 

（建築施設等の自主点検） 

第 13 条 点検班は、建築施設、火気使用設備・器具、危険物施設等について、下表により定期的に点検

しなければならない。 

建築施設等の自主点検 

点検対象 点検時期 

建 築 施 設 
○月 ○月 

○月 ○月 

火気使用設備・器具 
○月 ○月 

○月 ○月 

危 険 物 施 設 
○月 ○月 

○月 ○月 

電 気 設 備 
○月 ○月 

○月 ○月 

【作成上の留意事項】 

  建築施設、火気使用設備・器具、危険物施設及び電気設備の主に防火に関する項目について、事業

所等が自主的に点検するもので、年２回以上実施します。 

 

（消防用設備等の自主点検） 

第 14 条 点検班は、防火対象物に設置されている消防用設備等の機能を維持管理するために、下表に

より定期的に自主点検をしなければならない。 

消防用設備等の自主点検 

消防用設備等 点検時期（外観点検） 

消防用設備等の名称 毎月○日 

消防用設備等の名称 毎月○日 

消防用設備等の名称 毎月○日 

消防用設備等の名称 毎月○日 
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【作成上の留意事項】  

 点検は、防火対象物に設置されている全ての消防用設備等について行います。 

 

（共用部分の管理） 

第 15 条 共用部分の消防用設備等、建築施設、火気使用設備・器具、危険物施設等の自主点検・検査は

（ ○○ ○○ ）がしなければならない。 

【作成上の留意事項】 

  共用部分の点検・検査については、全体の消防計画に定められている責任区分により実施すること

になりますが、（    ）内には、具体的に誰がするのかを記入します。 

 

（消防用設備等の法定点検） 

第 16 条 防火対象物の関係者は、その防火対象物に設置されている消防用設備等の機能を維持管理す

るために、下表により法定点検を実施させなければならない。 

２ 防火管理者は、消防用設備等を点検するときには立ち会わなければならない。 

消防設備士（点検資格者）に行わせる法定点検（例） 

消防用設備等 
点検時期 

機器点検 総合点検 

消防用設備等の名称 ○月 ○月 

○月 

消防用設備等の名称 ○月 ○月 

消防用設備等の名称 ○月 ○月 

消防用設備等の名称 ○月 ○月 

消防用設備等の名称 ○月 ○月 

消防用設備等の名称 ○月 ○月 

消防用設備等の名称 ○月 ○月 

【作成上の留意事項】 

 １ 主に点検業者などの有資格者が点検します。 

 ２ 防火対象物に設置されている全ての消防用設備等について点検します。 

 ３ 点検の内容及び方法によって、点検の期間が定められています。 

  ⑴ 機器点検（６か月ごと） 

  ⑵ 総合点検（年１回） 

 

（点検結果の記録及び報告） 

第 17 条 建築施設及び消防用設備等の自主点検又は法定点検をした者は、点検結果を維持台帳に記録

し、保管しておかなければならない。 

２ 自主点検又は法定点検をした者は、その結果を防火管理者に報告し、防火管理者は管理権原者に報

告しなければならない。 

３ 防火対象物の関係者は、消防用設備等の法定点検の結果を（ ○ ）年に 1回、消防署長に報告し

なければならない。 
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【作成上の留意事項】 

１ 消防設備点検資格者等の有資格者その他消防用設備等に詳しい者を自主点検者として指定し、防

火対象物に設置されている全ての消防用設備等について点検しなければなりません。点検結果は、

維持台帳等に記録します。 

 ２ 自主点検をした者は、防火管理者にその結果を報告し、防火管理者は、管理権原者に報告し、関

係者が消防用設備等の状況を把握しておかなければなりません。 

 ３ 防火対象物の関係者は、消防用設備等の法定点検の結果を特定防火対象物は１年に１回、非特定

防火対象物は、３年に１回、消防署長に報告しなければなりません。 

 

（不備・欠陥等の整備及び報告） 

第 18 条 防火管理者は、報告された内容で不備・欠陥部分がある場合は、管理権原者の指示を受け改

善しなければならない。 

２ 防火管理者は、不備・欠陥部分の改修及び予算措置に時間がかかるものについては、管理権原者の

指示を受け、改善計画を策定しなければならない。 

【作成上の留意事項】 

 管理権原者は、自主点検及び法定点検の報告内容を確認し、不備・欠陥で改修や予算措置に時間がか

かるものについては、改修計画を策定し、改修に努めます。 

 

（統括防火管理者への報告） 

第 19 条 防火管理者は、自主点検及び法定点検の結果を統括防火管理者へ報告しなければならない。 

２ 防火管理者は、不備・欠陥部分の改善計画及び改善結果を統括防火管理者に報告しなければならない。 

【作成上の留意事項】 

自主点検及び法定点検の結果について、統括防火管理者に報告することを明記し、点検の結果、不備・

欠陥事項がある場合の改修計画及び改修結果の報告についても、併せて明記します。 

 

（火気等の使用時の遵守事項） 

第 20 条 火気等を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

⑴ ガスコンロ、電熱器等の火気使用設備・器具は、指定された場所で使用すること。 

⑵ 火気使用設備・器具を使用する場合は、事前に設備・器具の点検をしてから使用すること。 

⑶ 火気使用設備・器具の周囲には、可燃物等を置かないこと。 

⑷ 火気使用設備・器具を使用した後には、必ず点検を行い、安全を確認すること。 

⑸ 禁煙場所では、喫煙しないこと。 

⑹ 終業時、喫煙等による灰皿は指定された安全な場所に集めること。 

【作成上の留意事項】 

 １ 事業所等における日常の火災予防に関する守らなくてはならない基本的な事項について定めた

ものです。 

 ２ 業態によっては、危険物に関する遵守事項がありますので、実態に応じて定めます。 
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（臨時の火気使用等） 

第 21 条 次に掲げる事項を行う者は、防火管理者へ事前に連絡し、防火管理上必要な指示を受けなけ

ればならない。 

⑴ 指定された場所以外で臨時に火気を使用するとき 

⑵ 各種の火気使用設備・器具を設置又は変更するとき 

⑶ 催物の開催及びその会場で火気を使用するとき 

⑷ 危険物の貯蔵、取扱い又は種類、数量等を変更するとき 

⑸ 改装又は模様替等の工事を行うとき 

⑹ その他防火管理上必要な事項 

【作成上の留意事項】 

防火管理者は、火気の使用及び催し物の開催等、防火管理上必要な事項を把握する必要があり、ま

た、事案によっては消防署長に届出の義務もあることから、関係者に対して連絡を義務付けるととも

に、防火管理を徹底するよう努めなければなりません。 

 

（施設に対する遵守事項） 

第 22 条 防火管理者又は従業員等は、避難施設及び防火施設の機能を有効に保持するため、次に掲げ

る事項を遵守しなければならない。 

⑴ 避難口、廊下、階段、避難通路その他避難のために使用する避難施設 

ア 避難の障害となる設備を設け、又は物品を置かないこと。 

イ 床面は避難に際し、つまずき、すべり等を生じないよう維持すること。 

ウ 避難口等に設ける戸は、容易に解錠・開放できるものとし、開放した場合は、廊下、階段等の

幅員を有効に保持すること。 

⑵ 火災が発生したときの延焼を防止し、又は有効な消防活動を確保するための防火施設 

ア 防火戸は、常時閉鎖できるようその機能を有効に保持し、閉鎖の障害となる物品を置かないこと。 

イ 防火戸等に近接して、延焼拡大の要因となる可燃性の物品を置かないこと。 

 

（工事中の安全対策） 

第 23 条 防火管理者は、増改築等の工事を行うときは工事中の安全対策を立て、工事関係者に対して

次に掲げる事項を周知し、遵守させなければならない。 

⑴ 溶接その他の火気を使用して工事を行う場合は、作業計画を防火管理者に提出し、必要な指示を

受けること。 

⑵ 火気を使用して工事を行う場合は、消火器等を準備して消火できる体制をとること。 

⑶ 指定された場所以外での喫煙、たき火等の火気の使用をしないこと。 

⑷ 危険物等を持ち込む場合は、その都度、防火管理者の承認を得ること。 

⑸ 工事区域内の作業場ごとに火気の取扱責任者を指定し、工事の状況について定期的に防火管理者

に報告させること。 
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第３章 自衛消防活動対策 

 

（自衛消防隊の設置） 

第 24 条 火災等の災害が発生したときに被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を設置する。 

２ 自衛消防隊の編成及び主たる任務は、別表３のとおりとする。 

【作成上の留意事項】 

１ 火災等の災害が発生したときの初動体制を迅速に確立するために、自衛消防隊を設置します。 

２ 自衛消防隊長は、管理権原者又はこれに準ずる者を指定し、自衛消防副隊長には、防火管理者又は

相当職の者を指定します。 

３ 各階又は区域ごとに、受け持ち担当区域内の責任者と通報・消火・避難などの担当者を指定し、消

防署長に届け出る消防計画には、役職・氏名を明記しておきます。 

  なお、事業所等の見やすい場所に、役職・氏名を記入したものを掲出しておくことが必要です。 

 

（自衛消防隊長等の任務） 

第 25 条 自衛消防隊長は、自衛消防隊の機能が有効に発揮できるように統括し、また、消防隊との連

携を密にしなければならない。 

２ 自衛消防副隊長は、隊長を補佐し、隊長が不在の場合はその任務を代行する。 

３ 担当区域の責任者は、担当区域の初期活動の指揮統制を図るとともに、隊長への報告及び連絡を密

にしなければならない。 

【作成上の留意事項】 

 １ 自衛消防隊長の任務について定めます。 

 ２ 本部長又は自衛消防隊長が不在の場合の代行者を事前に定めておくことが必要です。 

 ３ 担当区域の責任者の任務について定めます。 

 

（通報連絡） 

第26条 火災の発見者は、消防機関（119番）へ「所在地、名称及び目標、被害の状況等」を通報すると

ともに（ 防災センター等 ）に知らせ、さらに周辺に火災を知らせなければならない。 

【作成上の留意事項】 

 １ 第 26 条の（   ）内には、自動火災報知設備の受信機等が設置されている場所（防災センタ 

ー等）を記入します。 

 ２ 火災を発見した者の通報 

  ⑴ 消防機関に通報する義務は、消防法第 24 条により、勤務者や付近にいる者及び隣接建物の関

係者等に義務付けられています。 

    なお、防災センター等を経由して消防機関（119 番）へ通報する体制をとっている事業所等に

あっては、実情に応じた通報連絡を行います。 

  ⑵ 通報連絡は、状況に応じた内容を迅速かつ適切に消防機関及び指定された場所に行い、その後

の消火及び避難活動が速やかに行われるようにします。 
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（消火活動） 

第 27 条 消火係員は、消火器具及び屋内消火栓設備等を活用して適切な初期消火を行い、火災の延焼

拡大防止に当たらなければならない。 

【作成上の留意事項】 

 １ 火災の直近にいる者は、身近に設置してある消火器具（消火器、消火バケツ等）や屋内消火 

栓設備等により応急消火活動を行います。 

 ２ 使用する消火器具等は、火元近くにできるだけ多く集め、連続して集中的に使用すると効果 

的です。 

 ３ 操作手順は、事業所等において、別に「防火管理マニュアル」等を定めて、徹底する必要が 

あります。 

 

（避難誘導等） 

第 28 条 避難誘導係員は、火災が発生した場合、適切な避難経路を選択し、避難誘導に当たらなけれ

ばならない。 

２ エレベーターによる避難は行わず、また屋上への避難も原則として行わない。 

３ 避難誘導係員の配置は、非常口、階段室前及び行き止まり通路等とする。また、忘れ物等のため、

屋内に戻る者のないようにしなければならない。 

４ 避難誘導に当たっては、放送設備、携帯用拡声器又はメガホン等を有効に活用して避難者に避難方

向及び火災の状況を知らせ、混乱の防止に努め、出火階及び上層階の者を最優先に避難させなければ

ならない。 

５ 避難器具は、地上と連携を図り、安全に留意して設定しなければならない。 

６ 負傷者及び逃げ遅れた者に関する情報を得たときは、直ちに自衛消防隊長へ連絡しなければならな

い。 

７ 避難終了後、速やかに人員点呼を行い、逃げ遅れた者の有無を確認し、自衛消防隊長へ連絡しなけ

ればならない。 

 

（安全防護措置） 

第 29 条 安全防護係員は、火災が発生したとき排煙口の操作を行うとともに、防火戸・防火シャッタ

ー又は防火ダンパー等の閉鎖等を行わなければならない。 

【作成上の留意事項】 

  火災の時は、排煙設備の操作若しくは運転、空調設備の停止、危険物品等の移動若しくは除去、 

エレベーターの運転制御、非常電源の確保又は水損防止等の活動がありますので、必要に応じて 

記入します。 

 

（応急救護） 

第 30 条 救護係員は、消防隊の活動に支障のない安全な場所に救護所を設置しなければならない。 

２ 救護係員は、負傷者等の応急手当を行い、救急隊と密接な連絡をとり、負傷者等を速やかに搬送し

なければならない。 

３ 救護係員は、負傷者等の住所、氏名、搬送先及び負傷程度等必要な事項を記録しておかなければな

らない。 
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【作成上の留意事項】 

  救護所は、火災の状況に応じた安全な場所とし、救急車等の進入及び応急措置がしやすいところを

選定します。 

  必ずしも場所を明記しておく必要はありません。 

 

（休日、夜間における自衛消防活動） 

第 31 条 休日、夜間に発生した火災等の災害に対しては、次に掲げる活動を行わなければならない。 

⑴ 火災を発見したときは、直ちに消防機関に通報した後、初期消火活動を行うとともに、在館者に

火災の発生を知らせ、避難誘導をしなければならない。 

⑵ 自衛消防隊長及び防火管理者等の関係者に緊急連絡網により、急報しなければならない。 

⑶ 消防隊に対しては、火災を発見したときの状況、延焼状況等の情報及び資料等を速やかに提供す

るとともに、出火場所へ誘導しなければならない。 

【作成上の留意事項】 

 １ 休日、夜間における自衛消防隊の活動を定め、初期活動を徹底するためのものです。 

 ２ 事業所等の特性により、休日、夜間の体制は異なりますので、実情に応じたものとしなけれ 

ばなりません。 

休日、夜間の自衛消防組織の編成表（例） 

１ 休日の指揮体制 
防災センター勤務員     通報連絡担当 

自衛消防隊              （  ○名） 
消火担当 

指揮者 
 
［防災センター］      消防・防災設備要員     消火担当 
警備日直責任者           （  ○名） 

安全防護担当 
※ 休日出勤者も自衛消防活動を行うものとする。 

１ 防災センターへの通報連絡 
２ 初期消火 

２ 夜間の指揮体制 
防災センター勤務員     通報連絡担当 

自衛消防隊              （  ○名） 
消火担当 

 
指揮者           消防・防災設備要員     消火担当 

（  ○名） 
［防災センター］                    安全防護担当 
警備日直責任者 

駐車場要員         消火担当 
（  ○名） 

 
※ 夜間の残業者も自衛消防活動を行うものとする。 

１ 防災センターへの通報連絡 
２ 初期消火 

第４章 地震対策 

（地震災害の予防措置） 

第 32 条 点検班及び火元責任者は、地震が発生したときの災害を予防するために、点検班の自主点検

及び火元責任者の日常の維持管理に併せて、次の措置を行わなければならない。 

⑴ 建築物に付随する施設（外壁、窓枠、看板等）等の倒壊及び落下等を防止すること。 

⑵ 事務室内、避難通路及び出入口等の棚、器具その他の物品等の転倒及び落下を防止すること。 
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⑶ 火気使用設備・器具の上部及び周囲には、転倒及び落下のおそれのある物品、その他燃えやすい

物品を置かないこと。 

⑷ 火気使用設備・器具の自動消火装置及び燃料等の自動停止装置等について、作動状況の点検を行

うこと。 

⑸ 危険物施設における危険物タンク等の転倒、落下又は漏えい等による出火防止及び送油管等の緩

衝装置の点検をすること。 

【作成上の留意事項】 

  地震による倒壊、転倒及び落下又は出火の防止のために、各々の事業所等の実情に応じて、次 

 に掲げる事項を参考に定めます。 

 １ ロッカー及び自動販売機の転倒防止措置 

 ２ 窓ガラス、看板及び広告塔の落下及び飛散防止措置 

 ３ 火気使用設備・器具からの出火防止措置 

 ４ 危険物タンク等の転倒又は漏えい等の防止措置 

 ５ その他の物品で転倒及び落下のおそれのある物の転倒等の防止措置 

 

（備蓄品） 

第 33 条 地震に備え、下表に掲げる品目を備蓄しておくものとする。 

備蓄品（例） 

備蓄品目 備蓄場所 

飲 料 水             

非常用食料（乾パン等）             

懐 中 電 灯             

携 帯 ラ ジ オ            （  防災センター等  ） 

医 薬 品             

衣 類             

携 帯 用 拡 声 器             

そ の 他             

【作成上の留意事項】 

  震災に備えての備蓄は、事業所の規模に応じて最低限必要なものを常時備蓄しておくように定め 

ます。 

１ 飲料水 

２ 食料（缶詰、乾パン類等） 

３ 懐中電灯 

４ 携帯ラジオ 

５ 医薬品 

  救急セット（包帯、三角巾、脱脂綿、消毒剤、整腸剤、軟膏、ビニール袋、その他） 

６ 衣類（防災ずきん又はヘルメット、軍手、タオル、下着） 

７ その他（ポリ袋、非常持ち出し袋） 
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（地震発生後の安全措置） 

第 34 条 地震が発生したときは、次に掲げる安全措置を行わなければならない。 

⑴ 地震が発生した直後は、身の安全を守ることを第一とする。 

⑵ 火気使用設備・器具の直近にいる者は、電源及び燃料の遮断等を行い、各火元責任者は、その状

況を確認して（ 防災センター等 ）に報告すること。 

⑶ ボイラー担当者は、ボイラーの使用停止及び燃料バルブ等の操作を行うこと。 

⑷ 周囲の機器、物品等の転倒又は落下等による異常があったときは、（ 防災センター等  ）に報

告すること。 

⑸ 防火担当責任者等は、二次災害の発生を防止するため、建築物、火気使用設備・器具及び危険物

施設等について点検し、異常があったときは、応急措置を行うこと。 

⑹ 各設備・器具は、安全を確認した後に使用すること。 

⑺ 防火管理者は、被害の状況等を防火担当責任者等に報告させ、把握すること。 

⑻ （ 防災センター等 ）の勤務者は、情報を収集するとともに、事業所等にいる者の安全を確保

するため、次の内容を放送すること。 

ア エレベーターの使用制限 

イ 落下物等からの身体防護の指示 

 

（地震発生時の避難） 

第 35 条 地震が発生したときの避難は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

⑴ 在館者を落ち着かせ、自衛消防隊長が避難するよう命令するまで安全な場所で待機させること。 

⑵ 避難場所等に誘導するときは、順路、道路状況及び被害状況について説明すること。 

⑶ 避難は、防災関係機関の避難指示又は自衛消防隊長の命令により行うこと。 

⑷ 避難は、全員徒歩とし、一団となって避難すること。 

⑸ 避難は、先頭と最後尾に自衛消防隊員を配置すること。 

⑹ 安全防護係員は、倒壊した物品等で避難上支障となるものを除去すること。 

⑺ 避難誘導は、協議事項に基づき、事業所等の避難誘導担当係員と協力して行うこと。 

２ 避難の際は、一時集合場所（ ○○公園等 ）に集結し、人員確認後、全員で避難場所（  ○○

小学校等  ）へ避難誘導するものとする。 

【作成上の留意事項】 

  １ 大都市における避難は、多数の者の行動であり、日常の個人的な行動と違ってきます。したが

って、あらかじめ決まってある広域避難場所を確認しておき、より安全に避難ができるよう心掛

ける必要があります。 

 ２ 統括防火管理が義務づけられている防火対象物は、全体の消防計画に基づく内容を記入します。 
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第５章 防災教育及び訓練等 

 

（防災教育の実施時期等） 

第 36 条 防火管理者が行う防災教育の対象者、時期及び回数は、下表のとおりとする。 

防災教育の実施時期等 

対象者 時期 実施回数 

新 入 社 員      採 用 時 採 用 時 １ 回 

正 社 員      
○月   ○月 年 ２ 回 

朝 礼 時 必 要 の 都 度 

派 遣 社 員      
採 用 時 等 採用時１回その他必要の都度 

朝 礼 時 必 要 の 都 度 

アルバイト 

パ ー ト 

採 用 時 等 採用時１回その他必要の都度 

就 業 時 必 要 の 都 度 

備   考   

【作成上の留意事項】 

 １ 防災教育は、防火管理者が行います。 

 ２ 防災教育の方法としては、全従業員に対するものと新入社員等に対するものに分けて行うと 

  効果的です。また、実施予定月をあらかじめ定めておき、計画的に教育を行うことが大切です。 

 ３ 防災教育の実施計画は、事業所等の実情に応じたやりやすい方法で策定します。 

 

（防災教育の内容） 

第 37 条 防災教育の内容は、おおむね次に掲げる項目とする。 

⑴ 消防計画について 

⑵ 従業員等が遵守すべき事項について 

⑶ 火災等の災害が発生したときの対応について 

⑷ その他火災予防上必要な事項 

 【作成上の留意事項】 

 １ 具体的な教育内容については、事業所等によって異なりますが、防火管理に関する事項は、 

  全て含まれるようにします。 

 ２ その他火災予防上必要な事項は、次のような事項です。 

  ⑴ 社会的に大きな反響のあった火災事例をコピーし、掲示し又は従業員に配布します。 

  ⑵ 消防署から配布されるポスターを掲示し、従業員の防災意識の高揚を図ります。 

 

（講演会等） 

第 38 条 防火管理者等は、消防機関が行う講演会及び研修会等に、積極的に参加しなければならない。 

【作成上の留意事項】 

  防火管理に関する知識及び技術を向上させるために、消防機関が行う講演会等に参加し、防火 

 思想の普及に当たるべきことを定めます。 
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（ポスター・パンフレット等の掲示） 

第 39 条 防火管理者は、消防機関から配布されるポスター等を見やすい場所に掲示するとともに、防

災教育を実施するときに配付し、防火思想の普及を図らなければならない。 

【作成上の留意事項】 

  防火対象物内に火災予防思想の普及、高揚のために、ポスターを掲示したり、パンフレットを 

 従業員等に配付し、防火意識の向上を図らなければなりません。 

 

（訓練の実施時期） 

第 40 条 防火管理者は、下表により訓練を実施しなければならない。 

訓練の実施時期 

訓練種別 訓練内容 実施時期 

総 合 訓 練        消火、通報及び避難誘導を連携して行う訓練 
○月 

○月 

部 分 訓 練        消火、通報及び避難誘導を個々に行う訓練 

○月 

○月 

○月 

○月 

○月 

○月 

基 礎 訓 練        屋内消火栓操法、消防活動に使用する設備・器具等の取扱訓練 
随   時 

図 上 訓 練 机上で行う訓練 
 
【作成上の留意事項】 

 １ 訓練は、最低限次の回数を行わなければなりません。 

訓練種別 
訓練回数 

特定対象物 非特定対象物 

消火訓練 年２回以上 年１回以上 

避難訓練 年２回以上 年１回以上 

通報訓練 年１回以上 年１回以上 

 ２ 訓練の実施時期のポイント 

  ⑴ 春・秋の火災予防期間中又はその前後 

  ⑵ 防火の日（毎月１日） 

  ⑶ 新入社員の入社時期 

  ⑷ アルバイト又はパートの者を採用したとき 

 ３ 消火訓練及び避難訓練 

   特定防火対象物では年２回以上実施すること（消防法施行規則第３条第 10 項）が義務付け 

られています。 

 ４ 訓練指導者 

   訓練指導者は、一時的には防火管理者又は管理権原者としますが、防火対象物の用途、規模 

  及び自衛消防隊の構成並びに指導者としての知識及び技術を総合的に判断して適任者を充て 

ます。 
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（消火訓練及び避難訓練の通報） 

第 41 条 防火管理者は、消火訓練及び避難訓練を実施する場合は、事前に「消火・避難訓練通知書」を

消防署長に提出しなければならない。（インターネットによる通知も可） 

 

附 則 

この消防計画は、 ○○年  ○月 ○○日から施行する。 
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別表１ 火災予防のための組織編成 

防火管理者 防火担当責任者 火元責任者 

総務部長 

氏  名 

１階 
A 課 A課長 

氏   名 

A 室 A 課 氏名（又は役職名） 

B 室 B 課 氏名（又は役職名） 

C 室 C 課 氏名（又は役職名） 

D 室 D 課 氏名（又は役職名） 

２階 
E 課 E課長 

氏   名 

E 室 E 課 氏名（又は役職名） 

F 室 F 課 氏名（又は役職名） 

G 室 G 課 氏名（又は役職名） 

H 室 H 課 氏名（又は役職名） 

     

     

    

 

 

 

 

 

 

別表２ 自主点検を実施するための組織編成表（例） 

種別 実施区分 実施班 

自主点検 

屋 内 消 火 栓 設 備  第１種消防用設備点検資格者等 

○○課 

氏 名（又は役職名） 

消 火 器 

スプリンクラー設備 

自 動 火 災 報 知 設 備 第２種消防用設備点検資格者等 

○○課 

氏 名（又は役職名） 

避 難 器 具 

誘 導 灯 

建 築 物 
○○課 氏 名（又は役職名） 

○○課 氏 名（又は役職名） 

火 気 使 用 設 備  
○○課 氏 名（又は役職名） 

○○課 氏 名（又は役職名） 

電 気 設 備 
電気主任技術者等 

○○課 氏 名（又は役職名） 

機 械 設 備 
○○課 氏 名（又は役職名） 

○○課 氏 名（又は役職名） 

危 険 物 施 設  

危険物取扱者等 

○○課 

氏 名（又は役職名） 
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別表３ 自衛消防隊の編成と任務  

隊 長 

副隊長 
隊の区分 係別 隊員名 任務 

 

 

 

 

 

自 

 

衛 

 

消 

 

防 

 

隊 

 

長 

 

 

 

 

氏 

 

 

名  

○     

○ 

○ 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

自   

 

衛 

 

消 

 

防 

 

副 

 

隊 

 

長 

 

 

 

 

氏 

 

 

名

○

○

○

○ 

自衛消防 

本 部 隊 

指 揮 係 
○○ ○○ 

（役職名） 

１ 隊長、副隊長の補佐 

２ 自衛消防本部の設置 

３ 地区隊員への命令の伝達並びに情報

の収集 

４ 消防隊への情報の提供並びに災害現

場への誘導 

５ その他指揮統制上必要な事項 

通報連絡係 
○○ ○○ 

（役職名） 

１ 消防機関への通報並びに通報の確認 

２ 店内への非常通報並びに指示命令の

伝達 

３ 関係者への連絡（緊急連絡一覧表に

よる。） 

消 火 係 
○○ ○○ 

（役職名） 

１ 出火階に直行し、屋内消火栓による

消火作業に従事 

２ 地区隊が行う消火作業への指揮指導 

３ 消防隊との連携及び補佐 

避難誘導係 
○○ ○○ 

（役職名） 

１ 出火階並びに上層階に直行し、避難

開始の指示命令の伝達 

２ 非常口の開放並びに開放の確認 

３ 避難上障害となる物品の除去 

４ 未避難者、要救助者の確認及び本部

への報告 

５ ロープ等による警戒区域の設定 

安全防護係 
○○ ○○ 

（役職名） 

１ 火災発生地区へ直行し、防火シャッ

ター、防火戸、防火ダンパー等の閉鎖 

２ 非常電源の確保、ボイラー等危険物

施設の供給運転停止 

３ エレベーター、エスカレーターの非

常時の措置 

救 護 係 
○○ ○○ 

（役職名） 

１ 応急救護所の設置 

（自衛消防本部へ設置） 

２ 負傷者の応急処置 

３ 救急隊との連携、情報の提供 

搬 出 係 
○○ ○○ 

（役職名） 
１ 非常持出物品の搬送と管理 
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（目的） 

第１条 この計画は、消防法第８条第 1 項に基づき、（  ビル名称等   ）の防火管理業務について必

要な事項を定め、火災、地震その他の災害の予防及び人命の安全を確保するとともに、被害の軽減を図

ることを目的とする。 

 ～建物の管理権原が複数（テナントビル等）の場合は、次のとおり置き換える。～ 

第１条 この計画は、消防法第８条第１項に基づき、（ 建物名称 ）のうち（ 管理権原者名 ）

の管理権原の及ぶ部分における防火管理業務について必要な事項を定め、火災、地震その他の災害

の予防及び人命の安全を確保するとともに、被害の軽減を図ることを目的とする。 

【作成上の留意事項】 

  １ 作成する消防計画の根拠法令等を明確にします。 

  ２ 統括防火管理に該当する場合は、「消防法第８条第１項及び全体の消防計画に基づき」と記 

入します。 

  ３ 統括防火管理に該当する場合、各々の事業所等の防火管理者が作成する消防計画は、統括防 

火管理者が作成する防火対象物全体についての消防計画と整合性を図る必要があります。 

  ４ 第１条の（   ）内には、事業所の正式名称を記入します。 

 

（適用範囲） 

第２条 この計画は、（   ビル名称等    ）に勤務（居住）し、又は出入りする全ての者に適用す

る。 

 ～建物の管理権原が複数（テナントビル等）の場合は、次のとおり置き換える。～ 

第２条 この計画は、（ 建物名称 ）のうち、次に示す部分に勤務（居住）し、又は出入りする全ての者

に適用する。 

―計画の適用範囲― 

１（例 ２階○○店内） 

２（例 ２階○○店前の廊下部分・階段部分） 

 ２ 防火管理業務に従事する者（委託を受けて当該業務に従事する者を含む。）は、この計画の定めると

ころにより管理権原者、防火管理者、自衛消防隊長の指示、指揮命令の下に適正に業務を実施しなければ

ならない。 

【作成上の留意事項】 

 １ 第２条第１項の（   ）内には、事業所の正式名称を記入します。 

 ２ 消防計画の適用範囲を明確にして、事業所等に勤務（居住）し、出入する社員、その他の関 

係者全ての者に適用するように定めます。 

 ３ 防火管理業務の一部を第三者に委託している場合は、受託者も消防計画の適用対象となりま 

す。 
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（委託状況等） 

第３条 防火管理上必要な業務の一部委託に係る受託者の氏名及び住所並びに当該受託者の行う防火管理

上必要な業務の範囲及び方法は、別記様式のとおりとする。 

【作成上の留意事項】 

 １ 防火管理業務の一部を第三者に委託した場合に本条が必要となり、すでに消防計画を作成し 

ている事業所は変更届出が必要になります。 

 ２ 当該受託者が管理権原者、防火管理者、自衛消防隊長の指示、指揮命令の下に防火管理業務 

  を実施するよう定めます。 

 

（管理権原者の責任等） 

第４条 管理権原者は、防火管理に関する全ての責任を有し、次の事項を行う。 

⑴ 防火管理者の選（解）任及び消防署長への届出 

⑵ 消防用設備等の点検結果の消防署長への報告 

⑶ 防火管理者が消防計画を作成する場合の必要な指示 

⑷ 防火上の建築構造の不備や消防用設備等の不備・欠陥事項がある場合の速やかな改修 

⑸ 防火対象物全体の安全性の向上及び管理権原の及ぶ範囲について自らの積極的な取り組み 

【作成上の留意事項】 

 １ 防火管理業務は、管理権原者が防火管理者に行わせるものであり、最終的な防火管理責任は 

  管理権原者にあることを計画の中で明確にしておくことが必要です。 

 ２ 防火管理者から自主点検結果などについて報告させ、不備な点があった場合は、管理権原者 

の責任で速やかに改修することを明確にします。 

 ３ 消防用設備等の点検結果を、飲食店、百貨店等不特定多数の者が出入りする特定用途防火対 

象物は１年に１回、共同住宅、事務所等の非特定防火対象物は３年に１回、消防署長に報告す 

ることが消防法第 17 条の３の３で義務付けられています。 

４ 統括防火管理に該当する場合は、各々の事業所等の管理権原者は防火対象物全体の防火管理 

について責任があり、管理権原の及ぶ範囲について自ら積極的に取り組まなければならないこ 

とを明確にしておきます。 

５ 消防法施行令第４条の２の２に該当する場合は、火災予防上必要な事項等について点検を要 

する防火対象物となります。 

 

（防火管理者の権限と業務） 

第５条 防火管理者（  ○○ ○○  ）は、この計画の作成について管理権原者の指示を受け、実行

に当たっての全ての権限を有し、次に掲げる業務を遂行しなければならない。 

⑴ 消防計画の作成又は変更と消防署長への届出 

⑵ 消火、通報、避難誘導等の訓練の実施と消防署長への事前の通報 

⑶ 従業員等に対する防災教育の実施 

⑷ 建築物及び消防用設備等の点検・整備時の立会い 

⑸ 消防用設備等の自主点検及び法定点検結果の維持台帳への記録及び保管 

⑹ 改修工事等など工事中の立会い及び安全計画の策定 

⑺ 火気の使用、取扱いの指示、監督 

⑻ 収容人員の適正管理 



27 
 

⑼ 火元責任者等に対する指導、監督 

⑽ 管理権原者への提案や報告 

⑾ その他防火管理上必要な業務 

⑿ 統括防火管理者への報告 

ア 用途及び設備を変更するとき 

イ 消防計画を作成又は変更したとき 

ウ 防火管理者を選任又は解任したとき 

エ 消防用設備等の法定点検をしたとき 

オ 内装の改修又は改築等の工事を行うとき 

カ 臨時に火気を使用するとき 

キ 防火上の建築構造の不備や消防用設備等の不備・欠陥が発見されたとき及び改修するとき 

ク 催物を開催するとき 

ケ 防火管理業務の一部を委託するとき 

コ 消防計画に定める消防署長への報告及び届出を行うとき 

サ 消防計画に定めた訓練を実施するとき 

シ その他統括防火管理者から指示命令された事項 

【作成上の留意事項】 

 

１ 第５条第１項の（   ）内には、防火管理者の氏名を記入します。 

２ 防火管理者が行う次に掲げる防火管理業務について定めておきます。 

 ⑴ 作成した消防計画を随時見直し、必要があれば消防計画の変更等を行う業務 

 ⑵ 訓練計画に基づき、自衛消防隊の訓練を実施する業務 

 ⑶ 従業員等に対して、防災教育を実施する業務 

 ⑷ 消防用設備等、建築物、火気を使用する設備・器具等の自主点検・検査及び法定点検、整備の実

施並びに監督の業務 

 ⑸ 改築又は模様替等の工事場所で、溶接・溶断等火花を発し又は接炎を伴う作業を行う場合は、火

災の危険性が高いことから、防火管理者が立会い確認する業務、また「工事中の消防計画」を作成

し、消防署長に届出する業務 

 ⑹ 火気を使用する際の取扱いに関する指導及び監督の業務 

 ⑺ 一時期に多数の者が出入りする場合等、火災等の災害が発生したときに混乱を招かないように収

容人員を適正に管理する業務 

 ⑻ 防火担当責任者や火元責任者など防火管理の業務に従事する者に対し、必要な指示を与え適正に

監督する業務 

 ⑼ 管理権原者に対して、不備・欠陥箇所や自主点検の結果等についての報告及び防火管理業務に関

する提案を行う業務 

 ⑽ 統括防火管理に該当する場合は、全体の消防計画で定められている統括防火管理者への報告義務 
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（消防署長への届出及び連絡等） 

第６条 管理権原者は、防火管理者を定めたとき又はこれを解任したときは、消防署長へ届け出なけ

ればならない。 

２ 防火管理者は、次に掲げる業務について消防署長への届出、報告及び連絡をしなければならない。 

⑴ 消防計画の届出（変更した場合を含む。） 

⑵ 建築物及び諸設備の設置又は変更の事前連絡並びに法令に基づく諸手続き 

⑶ 消防用設備等の点検結果の報告 

⑷ 消火、通報及び避難訓練を実施するときの事前通報（特定対象物に限る） 

⑸ その他防火管理に関する必要な事項 

【作成上の留意事項】 

１ 次に掲げる変更は、消防計画の変更届出が必要となります。 

 ⑴ 管理権原者の変更 

 ⑵ 防火管理者の変更 

 ⑶ 自衛消防隊の統廃合、自衛消防隊長の変更 

 ⑷ 用途の変更 

２ 増築、改築又は模様替えを行う場合及びこれらに伴う消防用設備等の改修又は設置等を行う場合は、

事前に連絡するとともに届出等が必要です。 

３ 消防用設備等の点検結果を、飲食店、百貨店等不特定多数の者が出入りする特定用途防火対象物は１

年に１回、共同住宅、事務所等の非特定用途防火対象物は３年に１回、消防署長に報告することが消防

法第 17 条の３の３で義務付けられています。 

４ 消防法施行規則第３条第 11 項に規定する消火、通報及び避難訓練を実施するときは、事前に「消火・

避難訓練通知書」を提出することが必要です。ただし、インターネットの利用によることもできます。 

５ その他、少量危険物・指定可燃物の貯蔵又は取扱い等、防火対象物の点検・報告など防火管理に関す

る事項の届出等が必要です。 

 

（予防管理対策） 

第７条 日常の予防管理を図るため、防火管理者の下に火元責任者を下表のとおり定め、次の業務を行う。 

⑴ 担当区域内の火気の管理、従業員等の指導及び監督 

⑵ 担当区域内の建築施設、火気使用設備・器具、危険物施設、電気設備等及び消防用設備等の日常の

維持管理並びに自主点検を毎月実施し、その結果を防火管理者へ報告 

⑶ 防火管理者の補佐 

⑷ その他防火管理上必要な業務 

火元責任者の担当区域 

担当区域 火元責任者 

○階 担当者氏名    ○○ ○○ 

○階 担当者氏名    ○○ ○○ 

○階 担当者氏名    ○○ ○○ 

２ 管理権原者は、防火対象物に設置されている防火対象物に設置されている消防用設備等の機能を維持

管理するために、下表により法定点検を実施させなければならない。また、その結果については、「消防

用設備等点検結果報告書」により、（ ○ ）年に１回消防署長に報告しなければならない。 

３ 防火管理者は、消防用設備等を点検するときには立ち会わなければならない。 
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消防設備士（点検資格者）に行わせる法定点検（例） 

消防用設備等 
点検時期 

機器点検 総合点検 

消防用設備等の名称 
○月 

○月 

○月 

消防用設備等の名称 
○月 

○月 

消防用設備等の名称 
○月 

○月 

消防用設備等の名称 
○月 

○月 
 
【作成上の留意事項】 

 １ 日常の火災予防業務及び地震等の災害時の出火防止の処置の全てを防火管理者自らが行うこ 

  とは困難であり、従業員等全員が任務分担し、火災予防に取り組まなければなりません。 

 ２ 火元責任者は階ごと又は区域ごとに指定します。 

 ３ 火元責任者は防火管理者を補佐し、区域内の火気の管理を徹底するため、従業員等に対する 

  指導及び監督の業務を行います。 

 ４ 火元責任者は定期的に実施した自主点検結果を記録するとともに、その結果を防火管理者に 

  報告することを定めておきます。 

 ５ 消防用設備等の自主点検は、腐食、正規の場所からの設置移動、転倒等外観から確認できる 

  範囲で行います。 

 ６ 消防用設備等の法定点検は、主に点検資格者などの有資格者が点検します。 

 ７ 共用部分の点検、検査について「全体の消防計画」に定められている場合は、責任区分によ 

  り行うことになります。 

 

（従業員の守るべき事項） 

第８条 火気等を使用するものは、次の事項を遵守しなければならない。 

⑴ 火気使用設備・器具の指定場所での使用 

⑵ 使用前の点検及び安全管理 

⑶ 火気使用設備・器具周囲の可燃物の除去 

⑷ 使用後の点検及び安全確認 

⑸ 指定場所での喫煙 

⑹ 終業時の安全確認 

２ 次に掲げる事項を行う者は、防火管理者へ事前に連絡しなければならない。 

⑴ 指定場所以外での臨時の火気使用 

⑵ 各種火気使用設備・器具の設置又は変更 

⑶ 催物の開催及びその会場での火気の使用 

⑷ 危険物の貯蔵，取扱い又は種類、数量等の変更 

⑸ 改装又は模様替え等の工事 

⑹ その他防火管理上必要な事項 
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３ 従業員等は、避難施設及び防火施設の機能を有効に保持するために、次に掲げる事項を遵守しなけれ

ばならない。 

⑴ 避難のために使用する避難施設等（避難口、廊下、階段） 

ア 避難の障害となる設備を設けない。 

イ 物品を置かない。 

ウ 床面はつまずき、すべり等を生じないように維持する。 

エ 避難口等に設ける戸は、容易に解錠、開放でき、開放した場合に廊下、階段等の幅員を有効に保

持する。 

⑵ 延焼拡大の防止、有効な消防活動を保持するための防火戸等（防火戸、防火シャッター） 

ア 防火戸等は、常時閉鎖できるようその機能を有効に保持し、閉鎖の障害となる物品を置かない。 

イ 防火戸等に接近して、延焼の拡大の要因となる可燃性の物品を置かない。 

【作成上の留意事項】 

 １ 事業所等における日常の火災予防について、基本となる事項を定めるものです。 

ている事業所は変更届出が必要になります。 

 ２ 休日、夜間に営業を行わない場合は、退社時に安全確認を十分に行い、警備担当部門等へ業 

  務の引継ぎを行います。 

 ３ 24 時間営業の場合は、昼間から夜間体制への移行業務の引継ぎ等を行います。 

 ４ 宿（日）直員が勤務している場合は、巡回等を行う方法について明確にしておくとともに、 

  その結果を防火管理者に報告します。 

 ５ 第８条第２項については、防火管理上必要な事項を把握する必要があり、事案によっては 

  消防署長に届出の義務もあることから、関係者に対して連絡を義務付けるとともに、防火管理 

  を徹底するよう努めなければなりません。 

 ６ 避難口、廊下、階段、その他避難のために使用する施設には、避難の障害となるダンボール 

  箱、商品、自動販売機等を置かないようにし、避難上有効に管理しなければなりません。 

 ７ 防火戸や防火シャッターは、他への延焼防止、煙の流入防止の役割を果たすためのもので、 

物品等によって、閉鎖できないことのないように、日常から管理することが必要です。 

 

（工事中の安全対策） 

第９条 防火管理者は、増改築等の工事を行う場合は、工事関係者に対して必要に応じ、次の事項を指示

しなければならない。 

⑴ 工事計画書の事前の提出 

⑵ 指定された場所以外での喫煙及び裸火の取扱いの禁止 

⑶ 作業場ごとの火気管理の責任者の指定及び掲示 

⑷ 溶接、その他の火気等を使用する工事を行う場合は、消火器等の準備 

⑸ 塗装などの危険物を使用する場合の防火管理者の承認 

⑹ 資機材等の整理、整頓 

【作成上の留意事項】 

 １ 工事中の建物からの出火が多いので、防火管理について、特に徹底を図る必要があります。 

 ２ 工事計画書に基づき、安全計画書を作成しなければなりません。 

３ 工事の内容や規模によっては、「工事中の消防計画書」を消防署長へ届け出る必要があります。 
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（自衛消防隊の編成及び任務） 

第 10 条 （ ○○ ○○ ）を自衛消防隊長とし、自衛消防隊を下表のとおり編成する。 

自衛消防隊の編成及び任務 

自衛消防隊長 担当及び担当者 任  務  内  容 

 

 

自衛消防隊長は、必要

に応じて、指揮命令を

行う。 

 

 

消防隊との密接な連携

を図る。 

 

 

避難誘導の把握を行

う。 

通報・連絡 ○○ ○○ 

１ 非常ベル等又は大声で火災の発生を知ら

せる。 

２ 119 番通報を行う。 

３ 消防隊への情報提供及び関係者への連絡

を行う。 

初 期 消 火 ○○ ○○ 

水バケツ、消火器等を活用し、初期消火を

行う。（天井に燃え移ったら初期消火を中止

し、避難する。） 

避 難 誘 導 ○○ ○○ 

１ 避難口を開放し、避難誘導に当たる。 

（避難経路図の活用） 

２ 避難誘導は大声で簡潔に行い、パニック

防止に努め、階段を優先して活用する。 

応 急 救 護 ○○ ○○ 

１ 負傷者の応急処置を行う。 

２ 救急隊員との連携、情報の提供を行う。 

３ 負傷者の氏名、負傷の程度を確認し、記

録する。 

【作成上の留意事項】 

 １ 自衛消防隊長は、管理権原者又はこれに準ずる者を指定し、（   ）内にはその氏名を記入します。 

 ２ 自衛消防組織の編成は、従業員の中から最低限、通報・連絡担当、初期消火担当、避難誘導担当 

  を定めることとします。 

   なお、従隊の編成は、従業員の中から最低限、通報・連絡担当、初期消火担当、避難誘導担当を定 

めることとします。 

 ３ 編成表は、事業所の見やすい場所に掲示しておくことが必要です。 

 ４ 統括防火管理が必要な防火対象物は、「全体の消防計画」に基づいて自衛消防活動を行います。 

 

（地震対策） 

第 11 条 地震時の災害の予防及び地震直後の活動は、次に掲げる事項を行わなければならない。 

⑴ 震災予防措置 

ア 第７条の「予防管理対策」によるほか、工作物の落下防止及び避難通路に物品が転倒、落下して

避難等に支障が生じないよう日常の十分な確認 

イ 火気使用設備・器具等の転倒、落下防止及び自動消火装置、自動停止装置等の作動状況の確認 

ウ 非常持出品の準備及び確認 

⑵ 地震直後の活動 

ア 第 10 条に定める自衛消防隊の任務内容による活動 

イ 火気使用設備・器具等の使用の停止及び出火防止措置 

ウ 避難に当たっては、身の安全を確保した後、安全な場所への避難 
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エ 避難は一時集合場所（ ○○公園等 ）に集結し、人員確認後、全員で避難場所（ ○○  小学

校等 ）への避難 

【作成上の留意事項】 

 １ 事業所の実情に応じて、地震による倒壊、転倒及び落下又は出火防止の措置を定めておきます。 

 ２ あらかじめ事業所等で一時集合場所を定め、従業員等に周知しておくことが必要です。 

   避難場所は、地域避難場所、広域避難場所等が各自治体で定められていますので、各市役所に尋 

ねて（   ）内に避難場所の名称を記入してください。 

 ３ 避難場所等に誘導するときは、順路、道路状況及び被害状況について説明します。避難は、防災 

関係機関の避難命令又は自衛消防隊長の命令により行い、全員徒歩とします。 

 避難は一団となり、先頭と最後尾に自衛消防隊員を配置します。 

 ４ 避難、避難誘導は「全体の消防計画」に基づき、各事業所の避難誘導担当と協力して行うものと 

します。 

 

（防災教育） 

第 12 条 防火管理者は、従業員に対して、防災知識の周知徹底を図るため、計画的に次の教育を実施する。 

⑴ 消防計画について 

⑵ 出火防止対策について 

⑶ 火災時の活動内容について 

⑷ 地震時の対応について 

⑸ その他火災予防上必要な事項 

２ 実施時期及び方法は、次により行うものとする。 

防災教育の実施時期等（例） 

対象者 時期 実施回数 

新 入 社 員      採 用 時 採 用 時 １ 回 

正 社 員      
  月   月 年 ２ 回 

朝  礼  時 必 要 の 都 度 

派 遣 社 員      
採 用 時 等 採用時１回その他必要の都度 

朝 礼 時 必 要 の 都 度 

アルバイト 

パ ー ト      

採 用 時 等 採用時１回その他必要の都度 

就 業 時 必 要 の 都 度 

備   考   
 
【作成上の留意事項】 

 １ 防災教育の方法としては、全従業員に対するものと、新入社員等に対するものに分けて行うと 

  効果的であり、実施予定月をあらかじめ定めておき、計画的に教育を行うことが大切です。 

 ２ 防災教育の実施計画は、各事業所の実情に応じたやりやすい方法で策定します。 

 ３ その他火災予防上必要な事項は、社会的に大きな反響のあった火災事例をコピーし、掲示又は従 

業員に配布します。また、消防機関から配布されるポスターを掲示し、従業員の防火、防災意識の 

高揚を図ります。 
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（訓練） 

第 13 条 防火管理者は、下表により訓練を実施しなければならない。 

訓練の実施時期 

訓練種別 訓練内容 実施時期 

総 合 訓 練        
消火、通報及び避難誘導を連携して行う訓練 

（建物全体で行う訓練） 

○月 

○月 

○月 

部 分 訓 練        消火、通報及び避難誘導を個々に行う訓練 

○月 

○月 

○月 

基 礎 訓 練        消防用設備等の取扱い訓練 
随 時 

図 上 訓 練        机上で行う訓練 

 

附 則 

この消防計画は、 ○○年 ○月 ○○日から施行する。 
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（目的） 

第１条 この計画は、消防法第８条第 1項に基づき、（  マンション名称等   ）の防火管理業務に

ついて必要な事項を定め、火災、地震その他の災害の予防及び人命の安全を確保するとともに、被害

の軽減を図ることを目的とする。 

【作成上の留意事項】 

 １ 作成する消防計画の根拠法令等を明確にします。 

 ２ 統括防火管理に該当する場合は、「消防法第８条第１項及び全体の消防計画に基づき」と記入し

ます。 

 ３ 統括防火管理に該当する場合、各々の事業所等の防火管理者が作成する消防計画は、統括防火管

理者が作成する防火対象物全体についての消防計画と整合性を図る必要があります。 

 ４ 第１条の（   ）内には、共同住宅等の正式名称を記入します。 

 

（適用範囲） 

第２条 この計画は、（  マンション名称等   ）に居住し、又は出入りする全ての者に適用する。 

２ 防火管理業務に従事する者（委託を受けて当該業務に従事する者を含む。）は、この計画の定めると

ころにより管理権原者、防火管理者等の指示を受け、適正に業務を実施しなければならない。 

【作成上の留意事項】 

 １ 第２条第１項の（   ）内には、共同住宅等の正式名称を記入します。 

 ２ 消防計画の適用範囲を明確にして、当該共同住宅等に居住し、出入する全ての者に適用するよう

に定めます。 

 ３ 防火管理業務の一部を第三者に委託している場合は、受託者も消防計画の適用対象となります。 

 

（委託状況等） 

第３条 防火管理上必要な業務の一部委託に係る受託者の氏名及び住所並びに当該受託者の行う防火

管理上必要な業務の範囲及び方法は、別記様式のとおりとする。 

【作成上の留意事項】 

 １ 防火管理業務の一部を第三者に委託した場合に本条が必要となり、すでに消防計画を作成してい

る事業所は変更届出が必要になります。 

 ２ 当該受託者が管理権原者及び防火管理者の指示の下に、防火管理業務を実施するよう定めます。 
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（管理権原者の責任等） 

第４条 管理権原者は、当該共同住宅等の防火管理業務について、全ての責任を持たなければならない。 

２ 管理権原者は、管理的又は監督的な立場にあり、かつ、防火管理業務を適正に遂行できる権限を持

つ者を防火管理者として選任し、防火管理業務を行わせなければならない。 

３ 管理権原者は、防火管理者が消防計画を作成（変更）する場合、必要な指示を与えなければならない。 

４ 管理権原者は、防火上の建築物構造の不備や消防用設備等の不備・欠陥が発見された場合は、速や

かに改善しなければならない。 

【作成上の留意事項】 

 １ 防火管理業務は、管理権原者が防火管理者に行わせるものであり、最終的な防火管理責任は管理

権原者にあるということを計画の中で明確にしておくことが必要です。 

 ２ 防火管理者から自主点検結果などについて報告させ、不備な点があった場合は、管理権原者の責

任で速やかに改修することを明確にします。 

 

（防火管理者の権限と業務） 

第５条 防火管理者（ ○○ ○○ ）は、この計画の作成について管理権原者の指示を受け、実行に

当たっての全ての権限を有し、次に掲げる業務を遂行しなければならない。 

⑴ 消防計画の作成又は変更 

⑵ 消火、通報、避難誘導等の訓練の実施 

⑶ 居住者等に対する防災教育の実施 

⑷ 建築物及び消防用設備等の点検・整備時の立会い 

⑸ 火元責任者に対する指導、監督 

⑹ 管理権原者への提案や報告 

⑺ その他防火管理上必要な業務 

【作成上の留意事項】 

 １ 第５条第１項の（   ）内には、防火管理者の氏名を記入します。 

 ２ 防火管理者が行う次に掲げる防火管理業務について定めておきます。 

  ⑴ 作成した消防計画を随時見直し、必要があれば消防計画の変更等を行う業務 

  ⑵ 居住者等に対して、防災教育を実施する業務 

  ⑶ 消防用設備等、建築物の自主点検・検査及び法定点検・整備の実施並びに監督の業務 

  ⑷ 火元責任者など防火管理の業務に従事する者に対し、必要な指示を与え、適正に監督する業務 

  ⑸ 管理権原者に対して、不備・欠陥箇所や自主点検の結果等についての報告及び防火管理業務に 

   関する提案を行う業務 
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（消防署長への届出及び連絡等） 

第６条 管理権原者は、防火管理者を定めたとき又はこれを解任したときは、消防署長へ届け出なけれ

ばならない。 

２ 防火管理者は、次に掲げる業務について消防署長へ届出、報告及び連絡をしなければならない。 

⑴ 消防計画の届出（変更した場合を含む。） 

⑵ 建築物及び諸設備の設置又は変更の事前連絡並びに法令に基づく諸手続 

⑶ 消防用設備等の点検結果の報告 

⑷ 消火、通報及び避難訓練を実施するときの事前通報 

⑸ その他防火管理に関する必要な事項 

【作成上の留意事項】 

 １ 次に掲げる変更は、消防計画の変更届出が必要となります。 

  ⑴ 管理権原者の変更 

  ⑵ 防火管理者の変更 

  ⑶ 用途の変更 

２ 増築、改築又は模様替等を行う場合及びこれらに伴う消防用設備等の改修又は設置等を行

う場合は、事前に連絡するとともに届出等が必要です。 

 ３ 消防用設備等の点検結果を、３年に１回消防署長に報告することが消防法第 17 条の３の３

で義務付けられています。 

 ４ その他、少量危険物・指定可燃物の貯蔵又は取扱い等、防火管理に関する事項の届出等が必

要です。 

 

（防火管理業務に関する資料等の整備） 

第７条 防火管理者は、前条で届出又は報告した書類及び防火管理業務に必要な図書等を消防計画書と

一括して整備し、保管しなければならない。 

【作成上の留意事項】 

  防火管理者は、防火管理業務上の必要な図書類を一括して整備し、保管しておくことを明記してお

きます。 

 

（管理組合等の協力） 

第８条 管理組合等の（ ○○ ○○ ）は、防火管理者を補佐するほか、次のことを行う。 

⑴ 防火管理者への連絡 

⑵ 管理人室の鍵の保管 

⑶ その他必要な事項 

【作成上の留意事項】 

   管理組合が組織され防火管理業務を管理会社に委託している場合で、防火管理者が日中は管理室に

勤務しているが当該共同住宅に居住していない場合は、防火管理者と連絡調整ができる者及びその業

務を定めます。 

  防火管理者が当該共同住宅に居住している場合は、不要ですから削除します。 

 （   ）内は、理事、会計又は防犯等の具体的な担当名を記入します。 
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（自治会等の協力） 

第９条 自治会役員の（ ○○ ○○ ）は、防火管理者を補佐するほか、次のことを行う。 

⑴ 防火管理者への連絡 

⑵ 居住者に対する消火、通報及び避難訓練等参加の呼びかけ 

⑶ 消防署から配布された広報誌の回覧及び管理 

⑷ その他必要な事項 

【作成上の留意事項】 

  公営団地内に自治会が組織され、同一敷地内又は一団の敷地に共同住宅が集合している場合は、 

 自治会組織の防火担当責任者等としての連絡調整を行うことができる者の業務を定めておきます。 

 （   ）内は、組織の役職名、理事、会計又は防犯等第８条の場合と同様に記入します。 

 ※共同住宅の管理形態によって、管理組合方式又は自治会方式のどちらかを選択し、作成します。 

 

第２章 予防管理対策 

 

（予防管理組織） 

第 10 条 日常における火災予防及び地震等の災害時の出火防止を図るため、防火管理者の下に、各階

又は区域ごとに火元責任者を別表１のとおり定める。 

 

（火元責任者の業務） 

第 11 条 火元責任者は、次に掲げる業務を行わなければならない。 

⑴ 担当区域内（共用部分に限る。以下同じ。）の火気の管理に関すること。 

⑵ 担当区域内の建築施設、火気使用設備・器具、危険物施設、電気設備等及び消防用設備等の日常

の維持管理並びに自主点検に関すること。 

⑶ 地震等における火気使用設備・器具の安全確認に関すること。 

⑷ 防火管理者の補佐に関すること。 

⑸ その他防火管理上必要な業務に関すること。 

 

（消防用設備等の自主点検） 

第 12 条 火元責任者は、担当区域内に設置されている消防用設備等の外観点検を毎月（ ○ ）日に

実施し、その結果を防火管理者に報告しなければならない。 

【作成上の留意事項】 

  設置されている消防用設備等が定位置にあるか、破損していないかなど簡単な点検を毎月定められ

た日に実施するよう定めたものです。 

  （   ）内は、任意の日を記入します。この場合、「第○週の○曜日」でも結構です。 
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（消防用設備等の法定点検） 

第 13 条 防火対象物の関係者は、その防火対象物に設置されている消防用設備等の機能を維持管理す

るために、下表により法定点検を実施させなければならない。 

２ 防火管理者は、消防用設備等を点検するときには立ち会わなければならない。 

消防設備士（点検資格者）に行わせる法定点検（例） 

【作成上の留意事項】 

 １ 点検設備業者又は居住者等の有資格者が点検します。 

 ２ 当該共同住宅に設置されている全ての消防用設備等について点検します。 

 ３ 点検の内容及び方法について、点検の期間が定められています。 

  ⑴ 機器点検（６か月ごと） 

  ⑵ 総合点検（年１回） 

 

（点検結果の記録及び報告） 

第 14 条 防火管理者は、第 12条に定める自主点検の結果を管理権原者に報告するとともに、維持台帳

に記録し保管しなければならない。 

２ 防火対象物の関係者は、前条に定める法定点検の結果を３年に１回、消防署長に報告しなければな

らない。 

【作成上の留意事項】 

 １ 防火管理者は、点検の結果を確実に管理権原者に報告するとともに、関係者に消防用設備等の 

状況を把握させておかなければなりません。主に点検業者などの有資格者が点検します。 

 ２ 防火対象物の関係者は、消防用設備等の法定点検の結果を３年に１回、消防署長に報告しなけ 

ればなりません。 

    

 

 

 

 

 

 

 

消防用設備等 

 

点検時期 

機器点検 総合点検 

消防用設備等名称 
○月  

 

 

○月 

 

 

○月 

消防用設備等名称 
○月 

○月 

消防用設備等名称 
○月 

○月 

消防用設備等名称 
○月 

○月 
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（不備・欠陥等の整備及び報告） 

第 15 条 防火管理者は、報告された内容で不備・欠陥部分がある場合は、管理権原者の指示を受け改

善しなければならない。 

２ 防火管理者は、不備・欠陥部分の改善及び予算措置に時間がかかるものについては、管理権原者の

指示を受け、改善計画を策定しなければならない。 

【作成上の留意事項】 

  管理権原者は、自主点検及び法定点検の報告内容を確認し、不備・欠陥で改修や予算措置に時間が

かかるものについては、改修計画を策定し、改修に努めます。 

 

（居住者が行う防火管理対策） 

第 16 条 居住者は自己の責任において、次の事項を実施しなければならない。 

⑴ 各住戸内における火気管理 

⑵ 各住戸出入口の防火戸の閉鎖機能の維持管理 

⑶ 各バルコニーの避難障害となる物件の除去 

⑷ 階段・通路等の共用部分における可燃物や避難の障害となる物件の除去 

⑸ 各住戸内に設置された消防用設備等の維持管理 

⑹ その他防火管理上必要な事項 

【作成上の留意事項】 

  出火防止あるいは火災への拡大防止等の措置の全てを防火管理者自らが行うことは困難であり、居

住者全員が、組織的に火災予防に取り組まなければなりません。 

１ 共同住宅の防火管理は、防火管理者や火元責任者だけで行うのではなく、居住者全員で当たらな

ければなりません。特に居住者の占有部分の防火管理は、占有者の責任をもって行います。 

 ２ 階段や通路には避難の支障となりますので、物を置かないようにします。 

 ３ バルコニー部分に避難器具が設置されている場合は、二方向避難ができるように、避難の障害と

なる物件を置かないことが特に重要となります。 

 

第３章 自衛消防活動 

 

（火災が発生した場合の行動） 

第 17 条 火災を発生させた者、火災を発見した者及びその他の居住者は、協力して次に掲げる初期の

活動を行わなければならない。 

⑴ 消防機関への通報及び防火管理者、その他の関係者（居住者を含む。）へ連絡すること。 

⑵ 消火器等を活用して初期消火を行うこと。 

⑶ 災害時要援護者等がいる場合は、優先して避難誘導を行うこと。 

【作成上の留意事項】 

  共同住宅の場合は、居住者全員が協力して消防隊が到着するまで、初期の活動を行うことが大切で

す。 
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第４章 地震対策 

 

（地震災害の予防措置） 

第 18 条 火元責任者は共用部分について各居住者は占有部分について、地震が発生したときの災害を

予防するために、次に掲げる措置を行わなければならない。 

⑴ 避難通路及び出入口等の棚、家具、その他の物品等の転倒及び落下を防止すること。 

⑵ 火気使用設備・器具の上部及び周囲には、転倒及び落下のおそれのある物品、その他燃えやすい

物を置かないこと。 

⑶ 火気使用設備・器具の自動消火装置及び燃料等の自動停止装置等について、作動状況の点検を行

うこと。 

【作成上の留意事項】 

  地震による倒壊、転倒及び落下又は出火の防止のために、次に掲げる事項を参考に定めます。 

１ ロッカー及び自動販売機の転倒防止措置 

 ２ 窓ガラスの落下及び飛散防止措置 

 ３ 火気使用設備・器具からの出火防止措置 

４ その他、転倒及び落下のおそれのある物品の転倒・落下防止措置 

 

（地震発生後の安全措置） 

第 19 条 地震が発生したときは、次に掲げる安全措置を行わなければならない。 

⑴ 地震が発生した直後は、身の安全を守ることを第一とすること。 

⑵ 火気使用設備・器具の直近にいるものは、電源及び燃料の遮断等を行い、使用を停止すること。 

⑶ 火元責任者は、二次災害の発生を防止するため、担当区内の火気使用設備・器具について点検、

異常があったときは、防火管理者等に報告するとともに応急措置を行うこと。 

⑷ 各設備・器具は、安全を確認した後に使用すること。 

⑸ 防火管理者は、被害の状況等を把握すること。 

【作成上の留意事項】 

  地震発生直後の居住者等の心得を定めておきます。 

１ 地震による被害の大部分は、直後に発生する火災によるものです。 

２ 防火管理者及び火元責任者の対応について定めておきます。 

 

（避難場所の指定） 

第 20 条 地震等の災害により、（ マンション名称等 ）が居住困難になった場合は、一時集合場所

（ ○○公園等 ）に集結し、人員確認後、全員で避難場所（  ○○ 小学校等  ）への避難す

るものとする。 

【作成上の留意事項】 

  あらかじめ、避難場所を定め居住者全員に周知しておくことが大切です。 

  避難場所は、地域避難場所、広域避難場所などが各自治体で定められていますので、各市役所

に尋ねて（    ）内に記入してください。初めの（   ）は、当該共同住宅名を記入しま

す。 
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第５章 防災訓練 

 

（訓練の実施時期） 

第 21 条 防火管理者は、各居住者の防火意識を高めるため、実情に応じて、下表に掲げる訓練を実施

しなければならない。 

訓練の実施時期 

訓 練 種 別        訓 練 内 容               実施時期 

総 合 訓 練 
消火、通報、避難誘導の訓練を連携して実施し、必要と認める場

合は消防機関に指導を要請する。 
○月 

部

分

訓

練 

消 火 訓 練       消火器具の取扱要領の習熟を図り、初期消火訓練を行う。 ○月 

通 報 訓 練       
消防機関への通報要領及び火災発生時の連絡体制の習熟を図

る。 
○月 

避 難 訓 練       避難誘導要領及び避難経路の習熟を図る。 ○月 

２ 防火管理者は、訓練実施結果を別表２の「点検・訓練実施記録表」に記録しなければならない。 

 

附 則 

この消防計画は、 ○○年 ○月 ○○日から施行する。 
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別表１ 火災予防管理編成表 

担当区域 火元責任者  

 

 

 

担当区域 火元責任者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表２ 点検・訓練実施記録表 

自主点検 自衛消防訓練 

種 別 実施年月日 適 用 種 別 実施年月日 適 用 
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別記様式（その１） 

防火管理業務の委託状況（常駐方式） 

（  年  月  日現在） 

防

火

対

象

物 

名 称  

所在地 

 

 

TEL 

管理権原者氏名  防火管理者氏名  

受 

 

託 

 

者 

氏名（名 称）  教育担当者氏名  

住所（所在地） 

 

 

TEL 

担当事務所 

名 称 
 

 
責任者氏名  

所在地 

 

 

TEL 

受託者の行う防火 

管理業務の範囲 

 

 

 

 

受託者の

行う防火

管理業務

の方法 

 

 

常駐方式 

所有区分 

 

事項 

営業日（平日） 休業日 

摘 要 従業（公開） 

時間内 

従業（公開） 

時間外 
(休日) 

常駐場所 
 

 
   

常駐人員 
 

 
   

委託区域 
 

 
   

委託時間帯 
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別記様式（その２） 

防火管理業務の委託状況（巡回方式） 

（  年  月  日現在） 

防

火

対

象

物 

名 称 
 

 

所在地 

 

 

TEL 

管理権原者氏名  防火管理者氏名  

受 

 

託 

 

者 

氏名（名 称）  教育担当者氏名  

住所（所在地） 

 

 

TEL 

担当事務所 

名 称  責任者氏名  

所在地 

 

 

TEL 

受託者の行う防火 

管理業務の範囲 

 

 

 

 

受託者の

行う防火

管理業務

の方法 

 

 

巡回方式 

所有区分 

 

事項 

営業日（平日） 休業日 

摘 要 従業（公開） 

時間内 

従業（公開） 

時間外 
(休日) 

巡回場所     

巡回人員     

委託区域     

委託時間帯     
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別記様式（その３） 

防火管理業務の委託状況（遠隔移報方式） 

（  年  月  日現在） 

防

火

対

象

物 

名 称 
 

 

所在地 

 

 

TEL 

管理権原者氏名 
 

 
防火管理者氏名  

受 

 

託 

 

者 

氏名（名 称） 
 

 
教育担当者氏名  

住所（所在地） 

 

 

TEL 

担当事務所 

名 称 
 

 
責任者氏名  

所在地 

 

 

TEL 

受託者の行う防火 

管理業務の範囲 

 

 

 

 

受託者の

行う防火

管理業務

の方法 

 

 

遠隔移報 

方式 

所有区分 

 

事項 

営業日（平日） 休業日 

摘 要 従業（公開） 

時間内 

従業（公開） 

時間外 
(休日) 

現場確認要員 

の待機場所 
    

到着所要時間     

委託区域     

委託時間帯     
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様式第２号 

消 火 ・ 避 難 訓 練 通 知 書 

年  月  日 

春日・大野城・那珂川消防（署）長 殿 

防火管理者          

氏 名          

防火対象物名   業 態   

所 在 地 (電話    番) 

訓 練 日 時 

   年   月   日 

  時 分 ～  時 分 

訓練責任者   

参 加 人 数 人 

訓 練 種 別 

□総合訓練(消火、通報及び避難誘導訓練を連携して行う場合) 

□部分訓練(□消火訓練 □通報訓練 □避難誘導訓練) 

   

使 用 器 材 

  

 

訓 練 概 要  

そ の 他 

特 記 事 項 
 

※ 受 付 欄 ※ 経 過 欄 

    

 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。 

    2 訓練種別の欄は、総合訓練又は部分訓練のいずれかに該当する項目の□にレ点を記入 

し、部分訓練を選んだ場合は、さらに、実施する訓練のいずれかの項目の□にレ点を記 

入してください。 

3 ※印の欄は、記入しないでください。 
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クリック 

クリック 
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最後にクリックを忘れずに 
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１　借用物品名及び数 ・

・

・

・

２　借用期間

　

　　春日･大野城･那珂川消防署長　様

事業所名

貸出者

月   日 

返却確認者

借　　用　　書

　　　年　　　月　　　日

　　　　　年　　　月　　　日　　　　　　：　　　　まで

水消火器　　　　　　　　本　（No,　　　　　　　　　　　）

消火パネル　　　　　　　枚

ＤＶＤ　　　　　　　    本　（No,　　　　　　　　　　　）

　　  　　年　　　月　　　日　　　　　　：　　　　から　

住　　所

電話番号 　　　　　（　　　　）

　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　
氏　　名

その他

記

私は、注意事項を遵守し、下記の物品を借用いたします。

電話　092-584-1198　　FAX　092-584-1161

春日・大野城・那珂川消防署

【注意事項】

   借用者の責任により弁償等をして頂くことが原則になります。
＊ 借用物品の盗難、過失による破損、紛失、滅失等については、全て

＊５日を超えて借用し、又はやむを得ず返却日を過ぎる場合には、係員
　に御相談ください。

確　認　欄

本署第２係

 （お問合せ先）
月   日 
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受講者 消防本部 備 考 

  

 

 

 

申込期間 

   

 

 
視聴期間 

  

視聴期間 

終了 

 

申込み 

修了証の受取 

自動返信メールの送信 

講習に必要な資料等の郵送 

自動返信メールの送信 

修了証の郵送 

自動返信メールの受信 

受講料振込 

講習に必要な資料等の受取 

講習の視聴 

受講確認 Q＆A・アンケートへの回答 

自動返信メールの受信 

修了証 


